
○横手市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条　この規則は、横手市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年横手市条例第18

号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請書等)

第2条　条例第3条の規定による申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2　条例第3条の事業計画書は、事業計画書(様式第2号)とする。

3　条例第3条の市長等が別に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1)　管理に係る収支計画書(様式第3号)

(2)　指定を受けようとする団体(以下単に「団体」という。)の定款その他これらに類するものの写し

(3)　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4)　法人でない団体にあっては、代表者の身分証明書

(5)　国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない場合は、指定管理者指定申請に係る申立書(様式第4号)

(6)　前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類

(指定管理者の指定の通知)

第3条　市長等は、指定管理者を指定したときは、当該指定した団体に対し、指定管理者指定通知書(様式第5号)に

より通知するものとする。

(変更事項の届出)

第4条　指定管理者は、その団体名、所在地又は代表者氏名に変更があったときは、指定管理者変更事項届出書(様

式第6号)により、速やかにその旨を市長等に届け出なければならない。

(その他)

第5条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附　則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附　則(平成19年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成20年11月28日規則第36号)抄

(施行期日)

1　この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附　則(平成22年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。
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